
令和７年度主任介護支援専門員更新研修開催要項 

 

１ 目的 

主任介護支援専門員に対して、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期限の更新時に

併せて、研修の受講を課すことにより、継続的な資質向上を図るための定期的な研修受講の機

会を確保し、主任介護支援専門員の役割を果たしていくために必要な能力の保持・向上を図る

ことを目的とします。 

 

２ 委託先  

公益財団法人かがわ健康福祉機構（香川県指定研修実施機関） 

 

３ 受講対象者 

   受講対象者は、次の研修を修了した者のうち、研修修了後から令和７年３月31日までに下記

の受講要件を満たしている者とする。 

  ・令和２年度主任介護支援専門員研修または主任介護支援専門員更新研修 

  ・令和３年度主任介護支援専門員研修または主任介護支援専門員更新研修 

 【受講要件】 

 

１ 介護支援専門員に係る法定研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者 

実務研修の見学・観察実習指導者（主任介護支援専門員）は、２年の実績があること 

 

２ 地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等(表１)を年間４回以上 

受講した年が１年以上ある者 

➀ 「年間」とは４月１日から翌年３月３１日をまでを１年間と数えること（年度単位）。 
➁ 前回の主任更新研修をみなし受講者として受講した者について、すでにカウントした法定外研修は 

カウントできない。 

３ 日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者 

 

４ 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー 

 

５ 上記１～４以外で、主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都

道府県が適当と認める者（表２） 

 

４ 受講定員  ９０名程度 

※主任介護支援専門員資格の有効期間満了日が早い方を優先します。 

 

５ 日  程  全４６時間（別添日程表のとおり） 

        ｅラーニング視聴 １７時間程度 

        オンライン研修  ２９時間 

６ 研修方法  オンラインによる研修とします。 

 

７ 受講料等  受講料  ４１，０００円（香川県証紙で納付してください） 

※受講決定通知に同封する書類の所定の欄に、４１，０００円に相当する額の香川県証紙を貼付し 

て香川県健康福祉部長寿社会対策課に提出してください（公益財団法人かがわ健康福祉機構で 

はありません）。 

※納付期間：令和７年７月１日（火）～令和７年７月１７日（木）を予定（簡易書留または持参） 



８ 修了証明書の交付 

研修の全課程を受講し、修了評価をした上で、修了証明書を交付します。 

※研修受講態度及び提出物が著しく不良の場合は修了証明書を発行できないことがあります。 

 

９ 提出書類 

  以下の(1)～(3)及び(4)①は全員提出してください。 

また、(4)②～⑥は該当する書類を提出してください。 

(1) 受講申込書 （様式１） 

  (2) 介護支援専門員証の写し 

  (3) 令和２・３年度主任介護支援専門員研修修了証明書又は令和２・３年度主任介護支援専門

員更新研修修了証明書の写し 

（4）受講要件の確認書類 

   ①研修受講等実績申告書（様式２） 

   ②受講等証明書（各市町地域包括支援センター等が発行したもの） 

③研修受講証明書（修了証）の写し 

④日本ケアマネジメント学会等の発行する参加証の写し     

⑤日本ケアマネジメント学会の抄録の写し 

⑥認定ケアマネジネントの認定証の写し 

   

１０ 申込方法と申込期間 

     下記の申込先まで郵送又は持参で申し込んでください。郵送の場合は、封筒の表に「主

任介護支援専門員更新研修受講申込書在中」と朱書きしてください。 

   申込期間は、令和７年５月 29日（木）から６月 16日（月）まで（必着）です。 

受講決定については、令和７年６月 30日（月）頃に本人宛て通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 受講決定者の事前課題提出について 

 ○ 研修は、指導事例を持ち寄ってのグループ演習が含まれます。 

 ○ 受講決定者には、受講決定を通知するとともに、研修で使用する事前課題（指導事例）の提

出を求めます。 

 ○ 事前課題は、スーパーバイジーとなる介護支援専門員に対する指導記録票や指導した事例

に関する書類等ですので、受講希望者はこれを踏まえて準備をお願いします。事前課題の詳

細については、受講決定通知でお知らせします。 

※御自身が担当する事例ではなく、主任介護支援専門員として指導した事例です。 

○ 期限までに事前課題を受理できなかった場合は研修を受講することはできません。 

※提出期限は７月中旬の予定です（締切厳守）。 

※提出書類の内容を確認するために御連絡することがありますので御協力をお願いします。 

 

 

（申込み・問合せ先） 

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目１番１０号 

       香川県健康福祉部長寿社会対策課 介護人材グループ 

Email：choju@pref.kagawa.lg.jp   TEL：087-832-3275    

※持参の場合は、県庁本館 17 階 長寿社会対策課までお越しください。 

②～⑥は、①に記載した内容

を証明する書類です。 

 
③のうち、県が主催した研修に

ついては、県が名簿管理してい

るので添付不要です。 



 

１２ オンライン研修について 

   ＜eラーニングについて＞ 

 受講決定後、受講者一人ずつにＩＤとパスワードを届出のあったメールアドレス宛て

送付します。 

 視聴期間は別添日程表に記載していますので、期間内に必ず視聴してください。受講

状況は随時管理しており、各演習前日までに視聴していない場合は、受講修了を認め

ませんので御注意ください。 

＜オンライン研修＞ 

 【演習】は Cisco Webexミーティングという Web会議システムを使用した、双方向型

の研修となります。届出のあったメールアドレスに、演習に参加するための「招待メ

ール」をお送りしますので御確認ください。 

 １台のパソコンで複数名の受講は認めません。必ず１人１台としてください。 

 長時間の研修となるため、使用端末はパソコンとし、有線 LAN に接続するか WiFi 環

境での受講をお願いします（スマホやタブレットでの受講は認めません）。 

 対応 OSは下表のとおりです。 

 

Cisco Webex Meeting Suite システム最小要件より引用（令和７年４月８日時点） 

 

１３ 事前接続・動作確認テスト、オリエンテーションについて 

オンライン研修では、受講者の顔が常時映るビデオや発言のためのマイク操作等が必要に

なりますので、研修前に接続・動作確認テストとオリエンテーションを行います。受講者は

必ず参加してください。 

 (1)事前接続・動作確認テスト 

日  時 

① 令和７年７月９日（水）12:30～14:30 

② 令和７年７月 10日（木）12:30～14:30 

※所要時間５～10分 

内  容 

・受講番号、氏名での入室確認  

・映像、マイクのテスト 

・ チャットの入力 

招待メール 令和７年７月７日（月）送信予定 

 (2)オリエンテーション 

 

 

 

 

 

 

 

１４ その他 

○ 受講決定後にやむを得ず辞退する場合は、速やかに県長寿社会対策課介護人材グループまで 

連絡してください。 

Windows Mac OS 

 Windows Server 2008 64 ビット版 

 Windows 10 

 Windows 10 Enterprise LTSB 

 Windows 11 

 10.15 

 11.0 (Big Sur) 

 12.0（Monterey） 

日  時 令和７年７月 29日（火）13:30～15:30 

内  容 

・ｅラーニングの視聴方法 

・研修記録シートの入力 

・Cisco Webex の操作方法 

・ブレイクアウトセッション 

招待メール 令和７年７月 25日（金）送信予定 



 ○ この研修は、教育訓練給付制度の給付金の対象となる特定一般教育訓練に指定されています。 

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と就職の促進を

図ることを目的として厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が

支給される制度です。 

     詳細は、かがわ介護保険情報ネットから御確認ください。 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/caremane/kyouikukunren.html 

   

      教育訓練講座の名称：香川県主任介護支援専門員更新研修 

    指  定  番  号 ：3722003-2510053-7 

    受  講  開  始  日：令和７年７月 30日 

    修  了  予  定  日：令和７年９月 12日 

 



 令和７年度 主任介護支援専門員更新研修 日程表 

※ Ｗｅｂ研修はｅラーニングの科目を除き Cisco Webex ミーティングを使用します。双方向型の研修となります 

ので、受講者は主体的に参加してください。 

※ 演習では、グループごとに分かれてディスカッションを行いますので、カメラ機能とマイク機能は必須です。 

※ グループディスカッションの司会、書記等の役割は、受講者に担当していただきます。 

※ グループごとに分かれた際には、研修指導者が適宜ミーティングルームを出入りしますので、質問等は積極的 

に行ってください。 

※ 研修指導者から個人ワークやグループディスカッションの進捗状況等について確認する場合がありますので、 

御協力をお願いします。 

日 程 時 間 研 修 科 目 講 師 

視聴期間： 
７月 30日(水)から 

９月 10日(水)まで 

・介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向
（180分程度） 

・ケアマネジメントの実践における倫理（120分程度） 
・リハビリテーション及び福祉用具等の活用に関す
る理解（120分程度） 

・下記①～⑧の８領域の講義（60分～120分程度） 

演習日の前日までに視聴を完了してください。 

ｅ ラ ー ニ ン グ  

１  

日  

目  

８ 

月 

18 

日 

(月) 

9:20～ 9:30 オリエンテーション かがわ健康福祉機構研修部 

9:30～11:30 ①  

【演習】 

生活の継続及び家族等を支える基本的なケア

マネジメント 

介護支援専門員研修指導者 

12:30～16:30 ② 

【演習】 

認知症のある方及び家族を支えるケアマネジ

メント 

介護支援専門員研修指導者 

２  

日  

目  

８ 

月 

27 

日 

(水) 

9:00～13:00 ③ 
【演習】 

心疾患のある方のケアマネジメント 
介護支援専門員研修指導者 

14:00～18:00 ④ 
【演習】 

 脳血管疾患のある方のケアマネジメント 
介護支援専門員研修指導者 

３  

日  

目  

９ 

月 

５ 

日 

(金) 

9:00～13:00 ⑤ 

【演習】 

 家族への支援の視点や社会資源の活用に向け

た関係機関との連携が必要な事例のケアマネ

ジメント 

介護支援専門員研修指導者 

14:00～18:00 ⑥ 
【演習】 

 大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント 
介護支援専門員研修指導者 

４  

日  

目  

９ 

月 

12 

日 

(金) 

9:00～13:00 ⑦ 
【演習】 

誤嚥性肺炎の予防のケアマネジメント 
介護支援専門員研修指導者 

14:00～17:00 ⑧ 

【演習】 

 看取り等における看護サービスの活用に関す

る事例 

介護支援専門員研修指導者 

17:10～17:40 
介護支援専門員証有効期間更新交付申請手続きにつ

いて 
香川県長寿社会対策課 

別 添 



【表１】 法定外の研修等：研修時間は概ね２時間以上で、講師による研修であること 

    主体 研 修 備 考 

１ 香川県 

(1)地域別主任介護支援専門員連絡勉強会※令和４年度

まで 

(2)フォローアップ研修会（県全体）※令和元年度まで 

各地域１～２回 

（５地域） 

※現在は終了 

２ 

香川県介護支援

専門員協議会（専

門職団体） 

(1)講演会  

(2)研修会  

(3)県委託事業：研修会 

年１回 

年１～２回程度 

県委託（４回） 

(4)合同研修会（歯科医師会、その他） 

＊介護支援専門員がケアマネジメント等を実施する上

で必要な内容であること。 

随時 

３ 

市町地域包括 

支援センター 

（市町が受講証

明可能な研修） 

研修会（講師による研修） 

＊介護支援専門員がケアマネジメント等を実施する上

で必要な内容（社会資源等情報提供は除く）であること 

各市町で設定 

４ 
かがわ健康福祉

機構研修部 
施設介護支援専門員専門研修 年１回 

５  
日本ケアマネジ

メント学会 
日本ケアマネジメント学会  

６  
日本介護支援専

門員協会 

(1)研修会 

(2)ブロック研修会 
 

７ 

高松市指定居宅

介護支援事業者

連絡協議会 

リーダー職員研修会（対象：主任介護支援専門員）  

 

【表２】 

「受講要件５ 主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、都道

府県が適当と認める者」とは、次の推薦基準のいずれかに該当する者のうち、県または市

町が推薦する者とする。 

① 市町が実施する

介護支援専門員

を対象とした研

修会の講師等資

質向上に関わっ

ている者。 

ⅰ）研修の講師及びファシリテーター等の役割を務めている者。 

ⅱ）市町で事例検討会等でのケアプランの指導をしている者。 

ⅲ）市町が実施するケアプランチェックについて支援等している者（市町

の依頼）。ただし、ケアプランチェックを行っている部署で勤務する

者を除く。 

② 主任介護支援専

門員としての活

動を積極的にし

ていると認めら

れる者。 

ⅰ）同行支援事業等で新任期の介護支援専門員に対するアドバイザーとし 

て活動している者。 

ⅱ）地域別主任介護支援専門員連絡勉強会等の主任介護支援専門員を対象 

とする研修会の企画運営を実施している者（参加のみは除く）。 

 

 

介護支援専門員の資質向上に関する内容 


